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3本日の論点

◼ 第71回制度設計専門会合（2022年3月）において、北海道エリアにおける電圧調整機能の調達について、以
下の通り整理された。

・北海道エリアの電圧調整電源については、調整力公募ガイドラインに基づき、2023年度分から公募による調達

を行う。

・公募に当たり、必要調達量については、広域機関と北海道電力NWで協調して検討する。

本日は、広域機関と北海道電力NWが協調して当たってきた必要調達量の検討結果についてご審議いただきたい。

・北海道電力NW：資料５ー別紙
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出所）第71回制度設計専門会合（2022年3月24日）配布資料4

（参考）制度設計専門会合における議論状況

◼ 北海道エリアの電圧調整機能の公募に当たり、必要調達量については、広域機関と北海道電力NWで協調して検
討することと整理された。



5（参考）電圧調整機能について

出所）第71回制度設計専門会合（2022年3月24日）配布資料4



6（参考）北海道エリアで実施している電圧調整機能の稼働について

出所）第71回制度設計専門会合（2022年3月24日）配布資料4



7まとめ

◼ 北海道電力NWからの説明の通り、電圧調整機能の必要調達量として以下の結果となった。

➢ 道央の基幹系統内の電圧調整対策：道央基幹系ループ系統に接続する発電機にて無効電力-70MVar

➢ 北本連系設備の安定運転対策：道南地域350MW以上または道央地域で600MW以上の発電機並列

◼ 本必要調達量により、2023年度公募を行うことについてご審議いただきたい。

◼ なお、一部機能については、系統側対策が進むことにより、必要調達量の削減が見込まれる。そのため、2024年度
以降については、今回の考え方に従い、募集時点の設備実態に応じた必要調達量を算定の上、公募することとした
い。


